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石渡德一市長の辞職勧告に関する決議 

 

 石渡市政の４年間は、さまざまな不祥事に明け暮れたものであったと言って

も過言ではない。県開発審査会において二度にわたり許可取り消し裁決がなさ

れる事態となった岡本二丁目マンション問題について、本議会は、平成19年２

月７日に「岡本二丁目マンション計画に関する石渡市長の一連の態度に対する

猛省を求めることに関する決議」を可決した。 

 この中で、「これは鎌倉市政においてかつてない大きな汚点であり、市民の信

頼を著しく損ねた不名誉な出来事とも言え、このような状況を招いた市長の責

任は極めて重いと言わざるを得ない。その失政の大きさを省みれば市長は直ち

にみずから職を辞すべきである。しかし、一方では今回の事件に対する原因究

明・再発防止・安全確保、市民との対話の継続、市道053－101号線の区域変更

をして市所有の土地260－２の土地を組み入れた行為を含む今後の原状回復方針

など、取り組むべき緊急かつ重要な課題も山積しており、市長として今後これ

らの課題解決に向け積極的に行動することがまず必要である。」としたが、本決

議から２年４カ月を経過した今日においても、依然として課題は解決されてい

ない。 

 その後も、平成19年12月に発覚した国指定史跡に係る不適切な事務処理、翌

年１月に発覚した保育料賦課事務に係る不適切な事務処理、さらに同年12月に

発覚した不適切な契約事務処理など、行政における不祥事が相次いで発生し、

市政に対する市民の信頼を大きく損ねたことは周知の事実である。現在、行政

では市民の信頼回復に向けた取り組みが行われているが、こうした深刻な事態

を生んだ背景として、この間の行政運営のあり方が問われることは当然であり、

とりわけ行政の長たる石渡市長の責任は重大である。 

 そうした中で、この度、本年４月に行われた鎌倉市議会議員選挙の告示日に、

石渡市長の後援会関係者が「陣中見舞い」として現金入りの「のし袋」を用意

し、それを市長と同行した政治団体会計責任者が複数の候補者に配った問題が

発覚した。「政治とカネ」にかかわる問題で市民の疑惑や不信を招いたことに対

して、道義的責任すら全く認めない市長の姿勢は重大であり、決して容認する

ことはできない。 

この４年間において発生したさまざまな不祥事による市政の混乱と市民の信

頼を失墜させた責任は、行政の長として極めて重大であると言わざるを得ない。 

 よって、本議会は、石渡德一市長に対し、市長の職を辞するよう勧告する。 

 以上、決議する。 



   平成21年６月25日 
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